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1 目的 

この要領は、生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付制度要綱（以下「要

綱」という。）の運用に関する細則を定めることを目的とする。 

 

2 貸付対象 

(1) 要綱 2 中「新型コロナウイルス感染症の影響」とは、新型コロナウイルス感染症の

発生によって、当該事業者の事業活動に突発的に甚大な影響が発生しつつあるもの又は

甚大な影響が発生すると懸念されるものをいう。なお、いわゆる「風評被害」等合理的・

客観的な理由が必ずしも存在しないにもかかわらず事業活動に影響が生じるもの等を

含む。 

(2) 要綱 2の(1)中「最近 1ヵ月間の売上高又は過去 6ヵ月（最近 1ヵ月を含む。）の平

均売上高」について、契約に基づき定期的に売上として計上される業種を営む者であっ

て、新型コロナウイルス感染症の影響により取引先に対し支払の免除若しくは猶予を実

施している場合又は取引先からの支払い遅延がある場合は、当該金額を売上高から控除

することができる。 

(3) 要綱 2の(1)中「又はこれと同様の状況にあること」とは、次の①又は②に該当する

ことをいう。 

① 前 7 年の全ての同期における売上高が特殊事情の影響を受けていたことにより、

最近 1 ヵ月間の売上高及び過去 6 ヵ月（最近 1 ヵ月を含む。）の平均売上高が前 7

年の全ての同期との比較においても 5％以上減少していない場合においては、最近 1

ヵ月間の売上高又は過去 6 ヵ月（最近 1 ヵ月を含む。）の平均売上高が、当該影響

を受ける前の直近の同期に比較して 5％以上減少していること 

② 業歴 3 ヵ月以上 1 年 1 ヵ月未満の場合等であって、最近 1 ヵ月間の売上高又は過

去 6ヵ月（最近 1ヵ月を含む。）の平均売上高（業歴 6ヵ月未満の場合は、開業から

最近 1ヵ月までの平均売上高）が、次のいずれかと比較して 5％以上減少しているこ

と 

イ 過去 3ヵ月（最近 1ヵ月を含む。）の平均売上高 

ロ 令和元年 12 月の売上高 

ハ 令和元年 10 月～12月の平均売上高 

(4) 要綱 2 の(2)中「債務負担が重くなっていること」とは、最近の決算期又は試算期

に基づき次式で算出した年数が 13年以上となる者をいう。 



（短期借入金＋長期借入金＋社債＋延払手形＋リース手形・未払）÷｛減価償却後経常

利益×1/2（経常損失の場合は 1/2を乗じない）＋減価償却費｝ 

 

3 資金使途 

(１) 要綱 3に掲げる運転資金については、在庫品の補填、生産又は営業設備等の補修費

のほか、休業、操業短縮等によりやむを得ず要した固定経費、売上減少、売上債権の

固定等新型コロナウイルス感染症に起因して長期的に必要な資金を含む。 

(２) 要綱 3中「令第 8条第 3号に規定する資金については、既存債務（株式会社日本政

策金融公庫業務方法書第 6条に定める生活衛生資金貸付に限る。）を有しており、既存

債務の返済を資金使途に含む場合に限る。」については、既存債務の返済を資金使途に

含んでいれば、既存債務の返済以外の資金使途についても、令第 8 条第 3 号に規定す

る資金の対象とする。また、本貸付けと生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症

対策挑戦支援資本強化特別貸付を同時に貸付ける場合においても同様の取扱いとする。 

 

4  貸付利率 

要綱の 5の(2)に規定する利率については、0.05％を下限とする。 

 

5 保証人 

(1) 要綱 5の(6)の①中「法人と経営責任者の一体性の解消が一定程度図られていること」

とは、直近の決算期（税務申告が未了の企業においては調査時）において事業活動上

の必要が認められない法人から経営責任者への貸付金・仮払金等がないこと（総資産

の１％以下又は 100万円以下であること）をいう。 

(2) 要綱 5 の(6)の②中「債務超過でないこと」とは、令和 2 年 1 月 29 日時点における

直近の決算期から本貸付の申込時点における直近の決算期までの間のいずれかの決算

期（税務申告が未了の企業においては調査時）において債務超過となっていないこと

をいう。 

(3) 前 2 項中「直近の決算期」における確認について、直近の決算後の財務状況に変化

がある場合、信憑性が高いと認められる疎明資料の提示等がある場合に限り、「直近

の決算期」以降の時点において行うことができるものとする。 

 

6  遡及適用 

令和 2 年 1 月 29 日以降に貸付を受けた者であって、要綱の 2 及び 3 の要件に該当する

もの又は衛生環境激変対策特別貸付制度要綱のうち、株式会社日本政策金融公庫法施行令

（平成 20年政令第 143 号）第 8条第 3号の規定に基づき、令和 2年財務省・厚生労働省告

示第 1 号、第 2 号、令和 3 年財務省・厚生労働省告示第 1 号、第 2 号、第 3 号、第 4 号、

令和 4 年財務省・厚生労働省告示第 1 号、令和 5 年財務省・厚生労働省告示第 1 号、第 2



号、令和 6年財務省・厚生労働省告示第 1号及び第 2号で主務大臣が指定した感染症等に

係る貸付けを受けた者については、貸付当初に遡り要綱の 5に定める貸付条件を適用でき

るものとする。ただし、貸付利率は 4,000 万円を限度として、貸付後 3年間に限り基準利

率－0.9％の貸付利率を適用できるものとする。 


